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(57)【要約】
【課題】本発明は、電気部品の端子を加工することなく
固定することができる電気部品の固定構造、定着装置、
及び画像形成装置を提供することを目的とする。
【解決手段】抵抗器８８を入れる格納部１０４、格納部
１０４の一方側かつ表面８６Ａ側で抵抗器８８のリード
線８８Ｂを押え板９０とで挟む第１挟部１０８、及び格
納部１０４の他方側かつ裏面８６Ｌ側で抵抗器８８のリ
ード線８８Ｃを支持板７４とで挟む第２挟部１１６を有
する絶縁板８６と、第２挟部１１６の格納部１０４側と
反対側で支持板７４及び絶縁板８６を貫通して支持板７
４に締め込まれ両挟部に挟み力を与える絶縁ねじ９２Ａ
とを備える。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気部品を入れる格納部、該格納部の一方側かつ表面側で該電気部品の第１端子を第１
導電板とで挟む第１挟部、及び該格納部の他方側かつ裏面側で該電気部品の第２端子を第
２導電板とで挟む第２挟部を有する絶縁板と、
　該第２挟部の該格納部側と反対側で該第２導電板及び該絶縁板を貫通して該第１導電板
に締め込まれ両挟部に挟み力を与える絶縁ねじと、
　を備えた電気部品の固定構造。
【請求項２】
　電気部品を入れる格納部、該格納部の一方側かつ表面側で該電気部品の第１端子を第１
導電板とで挟む第１挟部、及び該格納部の他方側かつ裏面側で該電気部品の第２端子を第
２導電板とで挟む第２挟部を有する絶縁板と、
　該第２挟部の該格納部側と反対側で該第２導電板及び該絶縁板を貫通して該第１導電板
に締め込まれ両挟部に挟み力を与えるねじと、
　該ねじと該第２導電板とを絶縁する絶縁体と、
　を備えた電気部品の固定構造。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の電気部品の固定構造を備えた定着装置であって、
　媒体上の現像剤像を該媒体に定着する定着部と、該定着部を通過した該媒体から電荷を
放電させる放電部とを有し、
　該放電部が前記第１導電板で構成されており、第２導電板が筐体に電気的に接続されて
いる定着装置。
【請求項４】
　媒体に画像を形成する形成部と、請求項３に記載の定着装置とを有する画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気部品の固定構造、定着装置、及び画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、媒体上の現像剤像を該媒体に定着するための定着部を有する画像形成
装置において、媒体上の電荷を取り除くための除電部が示されている。すなわち、媒体の
移動方向において定着部よりも下流側、かつ媒体の移動路の定着部から除電部までの長さ
が画像形成装置において使用可能な媒体の最大長さよりも小さくなるような位置に設けら
れている除電部が開示されている。また、除電部により取り除かれる電荷の量を制御する
ための制御部が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１９５２６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、電気部品の端子を加工することなく固定することができる電気部品の固定構
造、定着装置、及び画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１の電気部品の固定構造は、電気部品を入れる格納部、該格納部の一方側かつ表
面側で該電気部品の第１端子を第１導電板とで挟む第１挟部、及び該格納部の他方側かつ
裏面側で該電気部品の第２端子を第２導電板とで挟む第２挟部を有する絶縁板と、該第２
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挟部の該格納部側と反対側で該第２導電板及び該絶縁板を貫通して該第１導電板に締め込
まれ両挟部に挟み力を与える絶縁ねじと、を備えている。
【０００６】
　請求項２の電気部品の固定構造は、電気部品を入れる格納部、該格納部の一方側かつ表
面側で該電気部品の第１端子を第１導電板とで挟む第１挟部、及び該格納部の他方側かつ
裏面側で該電気部品の第２端子を第２導電板とで挟む第２挟部を有する絶縁板と、該第２
挟部の該格納部側と反対側で該第２導電板及び該絶縁板を貫通して該第１導電板に締め込
まれ両挟部に挟み力を与えるねじと、該ねじと該第２導電板とを絶縁する絶縁体と、を備
えている。
【０００７】
　請求項３の定着装置は、請求項１又は請求項２に記載の電気部品の固定構造を備えた定
着装置であって、媒体上の現像剤像を該媒体に定着する定着部と、該定着部を通過した該
媒体から電荷を放電させる放電部とを有し、該放電部が前記第１導電板で構成されており
、第２導電板が筐体に電気的に接続されている。
【０００８】
　請求項４の画像形成装置は、媒体に画像を形成する形成部と、請求項３に記載の定着装
置とを有する。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１の電気部品の固定構造によれば、電気部品の端子を加工することなく固定する
ことができる。
【００１０】
　請求項２の電気部品の固定構造によれば、電気部品の端子を加工することなく固定する
ことができる。
【００１１】
　請求項３の定着装置によれば、電気部品の端子の前加工を要する場合と比して、安価な
定着装置を提供できる。
【００１２】
　請求項４の画像形成装置によれば、放電部を形成する電気部品の端子がＵ字状を成して
いる定着装置を備える場合と比して、安価な画像形成装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態の画像形成装置の概略図(正面図)である。
【図２】実施形態の放電ユニットを示す側面図である。
【図３】実施形態の放電ユニットの要部を示す斜視図である。
【図４】（Ａ）実施形態の絶縁板の表面を示す斜視図であり、（Ｂ）は実施形態の絶縁板
の裏面を示す斜視図である。
【図５】（Ａ）実施形態の絶縁板の平面図であり、（Ｂ）は実施形態の絶縁板の底面図で
ある。
【図６】実施形態の絶縁板に電気部品を取り付けた状態を示す平面図である。
【図７】（Ａ）は実施形態の絶縁板を支持板に取り付けた状態を示す斜視図で、（Ｂ）は
固定用の絶縁ねじを示す斜視図で、（Ｃ）は固定用の金属ねじを示す斜視図である。
【図８】実施形態の抵抗器を固定した状態を断面で示した模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態を図面に従って説明する。図１中、矢印Ｘ及び矢印－Ｘで示す
方向を装置幅方向、矢印Ｚ及び矢印－Ｚで示す方向を装置高さ方向とする。また、装置幅
方向及び装置高さ方向のそれぞれに直交する方向（矢印Ｙ及び矢印－Ｙ方向）を装置奥行
き方向とする。
【００１５】
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（画像形成装置）
　本実施形態に係る画像形成装置１０は、形成部の一例としてのトナー像形成部２０と、
搬送装置３０と、定着装置４０と、高圧電源５０と、制御部６０と、を含んで構成される
電子写真方式の装置とされている。
【００１６】
　トナー像形成部２０は、帯電、露光、現像、転写の各工程を行って、搬送装置３０によ
り搬送される紙などの媒体Ｐにトナー像を形成する機能を有する。トナー像形成部２０は
、感光体２２と、帯電装置２４と、露光装置２６と、現像装置２８と、転写装置２９と、
を含んで構成されている。
【００１７】
　感光体２２は、駆動源（図示省略）に駆動されて軸周りに回転するようになっている。
帯電装置２４は、制御部６０からの画像データに基づいて、軸周りに回転する感光体２２
を帯電する機能を有する。露光装置２６は、帯電した感光体２２に潜像を形成する機能を
有する。現像装置２８は、露光装置２６が感光体２２に形成した潜像を、現像剤像として
のトナー（図示省略）を用いてトナー像として現像する機能を有する。転写装置２９は、
感光体２２に現像されたトナー像をニップＮ（感光体２２と転写装置２９とで形成するニ
ップ）で媒体Ｐに転写する機能を有する。
【００１８】
　なお、感光体２２と帯電装置２４とを含む構成は、画像形成装置１０に取り付け可能な
カートリッジ２１を構成している。すなわち、カートリッジ２１は、感光体２２と、帯電
装置２４と、を一体的に備えている。
【００１９】
　搬送装置３０は、媒体Ｐがトナー像形成部２０及び定着装置４０を通過するように、媒
体Ｐを搬送する機能を有する。なお、図中の矢印は媒体Ｐの搬送方向を、二点差線は媒体
Ｐの搬送経路を示している。定着装置４０は、トナー像形成部２０により媒体Ｐに形成さ
れたトナー像を加熱、加圧して、媒体Ｐにトナーを定着させる機能を有する。高圧電源５
０は、帯電装置２４、現像装置２８及び転写装置２９に電力を供給する（給電する）機能
を有する。
　定着装置は、媒体Ｐに形成された画像を加熱・加圧することで、該画像を媒体Ｐに定着
する。
【００２０】
（要部）
　定着装置４０は、媒体Ｐに転写されたトナー像を媒体Ｐに定着させる定着部７０と、定
着部７０を通過した媒体Ｐに帯電した電荷を取り除く放電ユニット７２とを備えている。
【００２１】
（放電ユニット）
　放電ユニット７２は、図２に示すように、第２導電板の一例である支持板７４と、支持
板７４に絶縁材（図示省略）を介して支持された放電板７６とを備えている。支持板７４
は、長尺の金属板で構成されており、両端部には、図３にも示すように、端部より起立し
た起立部７８と、起立部７８より側方へ延び出した延出部８０とによって断面Ｌ字状の取
付部８２が設けられている。延出部８０には、固定ねじ用の挿通穴（貫通穴）８４Ｂと、
位置決めボス用の挿通穴（貫通穴）８４Ａと、が設けられており、定着装置４０の筐体に
対して位置決めしつつ固定ねじで固定できるように構成されている。これにより、支持板
７４は、図１に示したように、定着装置４０を介して、画像形成装置１０の筐体１０Ａに
電気的に接続されている。
【００２２】
　支持板７４の一側縁には、図３に示したように、第１屈曲部７４Ａが折曲形成されてい
る。また、支持板７４の他側縁には、第１屈曲部７４Ａより高さの低い第２屈曲部７４Ｂ
が折曲形成されており、第１屈曲部７４Ａの両端部には（図３では一方のみ図示）、切欠
き７４Ｃが形成されている。



(5) JP 2017-107049 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

【００２３】
　放電板７６は、金属板で形成されており、前述した絶縁材を介して第１屈曲部７４Ａに
沿って配置されている。また、放電板７６は、図１に示したように、放電ユニット７２を
定着装置４０に組み付けた状態で、定着部７０を通過した媒体Ｐに接する又は近接するよ
うに配置されている。放電板７６の縁部には、図２及び図３に示したように、部分的に後
退した後退部７６Ａが複数箇所に形成されており、波型に形成されている。
【００２４】
　支持板７４の端部には、図３に示したように、絶縁板８６が配置されており、絶縁板８
６には抵抗器８８が保持されている。絶縁板８６には、第１導電板の一例である押え板９
０（詳細は後述）が配置されており、押え板９０と絶縁板８６とは、ねじ９２で支持板７
４に固定されている。
【００２５】
（絶縁板）
　絶縁板８６は、図４に示すように、プラスチック（樹脂）などの非導電性材料によって
長方形板状に形成されており、その先端側には、貫通穴９４が形成されている。絶縁板８
６の表面８６Ａには、貫通穴９４より基端側に長方形状の凹部９６が形成されており、凹
部９６内には、表面側円筒部９８が二か所に形成されている。絶縁板８６の表面８６Ａに
は、長辺に沿って第１壁部８６Ｂ及び第２壁部８６Ｃが形成されており、第１壁部８６Ｂ
及び第２壁部８６Ｃは、絶縁板８６の基端側の短辺に沿って設けられた基端壁部８６Ｄで
連結されている。取付状態において、放電板７６側に位置する第１壁部８６Ｂの長さ寸法
は、第２壁部８６Ｃより短く形成されており、第１壁部８６Ｂよりも先端側には、開放部
８６Ｆが形成されている。
【００２６】
　第１壁部８６Ｂの基端側には、第１壁部８６Ｂに沿って延びる内壁部８６Ｇが設けられ
ており、内壁部８６Ｇの基端は基端壁部８６Ｄに連結されている。内壁部８６Ｇの先端は
、連結壁部８６Ｈを介して第１壁部８６Ｂに連結されており、絶縁板８６の基端部には、
第１壁部８６Ｂの基端部と内壁部８６Ｇと基端壁部８６Ｄと連結壁部８６Ｈとで包囲され
た包囲空間１００が形成されている。また、絶縁板８６には、連結壁部８６Ｈより先端側
であって第１壁部８６Ｂの先端側と第２壁部８６Ｃの先端側との間に押え板９０が取り付
けられる押え板取付部１０２が形成されている。
【００２７】
　包囲空間１００の側部には、図４（Ａ）及び図５（Ａ）に示すように、第２壁部８６Ｃ
の基端部と基端壁部８６Ｄと内壁部８６Ｇとの内側に、電気部品の一例である抵抗器８８
を格納する格納部１０４が形成されている。格納部１０４の底面１０４Ａには、開口部１
０６が設けられており、開口部１０６は、絶縁板８６の先端側に位置する幅広部１０６Ａ
と、幅広部１０６Ａより基端側に延びる幅狭部１０６Ｂとによって形成されている。
【００２８】
　幅狭部１０６Ｂの両脇には、格納部１０４の底面１０４Ａより低い側方段差部１０４Ｂ
が形成されている。これにより、図３及び図６に示すように、格納部１０４に抵抗器８８
を格納した際に、抵抗器本体８８Ａを側方段差部１０４Ｂ上に載せて支持した状態で保持
できるように構成されている。
【００２９】
　図５（Ａ）に示したように、幅広部１０６Ａの側部に位置した第２壁部８６Ｃ及び内壁
部８６Ｇには、幅広部１０６Ａの中心側に突出した突出部１０４Ｃが対向して設けられて
おり、各突出部１０４Ｃの端部には、幅広部１０６Ａの中心側に延び出る延出部１０４Ｄ
が形成されている。これにより、抵抗器本体８８Ａを側方段差部１０４Ｂ上に載せる際に
は、図６に示したように、抵抗器８８の一方のリード線８８Ｂを延出部１０４Ｄ間から挿
入可能とするとともに、挿入後には、延出部１０４Ｄがリード線８８Ｂの離脱を抑制でき
るように構成されている。
【００３０】
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　幅広部１０６Ａの先端側には、図５（Ａ）に示したように、絶縁板８６の表面８６Ａの
一般面８６Ｊより低い先端側段差部８６Ｋが形成されている。先端側段差部８６Ｋと凹部
９６との間、すなわち格納部１０４の先端側には一般面８６Ｊで構成され、先端側段差部
８６Ｋ及び凹部９６より一段高い第１挟部１０８が形成されている。これにより、図６に
示したように、格納部１０４に格納された抵抗器８８のリード線８８Ｂが第１挟部１０８
上を通過するように構成されている。
【００３１】
　また、格納部１０４の一方側である先端側で、かつ絶縁板８６の表面８６Ａ側に、抵抗
器８８の第１端子の一例であるリード線８８Ｂを押え板９０（後述）とで挟む第１挟部１
０８が形成されている。
【００３２】
　絶縁板８６の裏面８６Ｌの基端部には、図４（Ｂ）に示したように、柱部１１０及び柱
部１１０より基端側へ延出した爪部１１２とからなるＬ字状の係止部１１４が二か所に形
成されている。この係止部１１４は、図３に示したように、支持板７４に設けられた係止
穴１１５に挿入した状態で爪部１１２（図６参照）を支持板７４の裏面に配置することで
、基端部を支持板７４に引っ掛けた状態で絶縁板８６を位置決めできるように構成されて
いる。
【００３３】
　絶縁板８６の裏面８６Ｌには、図４（Ｂ）及び図５（Ｂ）に示したように、係止部１１
４が設けられた基端側が裏面８６Ｌの一般面８６Ｍより低い基端側段差部８６Ｎが形成さ
れている。基端側段差部８６Ｎと開口部１０６との間、すなわち格納部１０４より基端側
には第２挟部１１６が細溝によって形成されており、抵抗器８８の他方のリード線８８Ｃ
を位置決めできるように構成されている。第２挟部１１６の深さ寸法は、リード線８８Ｃ
の直径より浅く設定されており、リード線８８Ｃを第２挟部１１６に位置決めした状態で
リード線８８Ｃの周面が絶縁板８６の裏面８６Ｌの一般面８６Ｍより突出するように構成
されている。
【００３４】
　これにより、格納部１０４の他方側である基端側で、かつ絶縁板８６の裏面８６Ｌ側に
は、抵抗器８８の第２端子の一例であるリード線８８Ｃを第２導電板である支持板７４と
で挟む第２挟部１１６が形成されている。
【００３５】
　絶縁板８６の裏面８６Ｌには、図４（Ｂ）及び図５（Ｂ）に示したように、開口部１０
６より先端側に裏面側円筒部１１８が二か所に形成されており、支持板７４に設けられた
円形穴（図示省略）に挿入した状態で、絶縁板８６を位置決めできるように構成されてい
る。
【００３６】
（押え板）
　押え板９０は、図３及び図７（Ａ）に示したように、金属板で構成されており、長方形
状の押え部９０Ａと、押え部９０Ａの先端側の側部より起立した接続部９０Ｂとを備えて
いる。押え部９０Ａは、絶縁板８６に形成された押え板取付部１０２に収容できる大きさ
に形成されており（図６参照）、押え部９０Ａを押え板取付部１０２に収容した状態で、
接続部９０Ｂが絶縁板８６の開放部８６Ｆから突出するように構成されている。
【００３７】
　接続部９０Ｂは、図３に示したように、支持板７４の切欠き７４Ｃより突出しており、
接続部９０Ｂは、放電板７６に溶接されるように構成されている。これにより、押え板９
０は、放電板７６と一体化され放電部を構成する。
【００３８】
　押え部９０Ａには、図７（Ａ）に示したように、押え板取付部１０２に収容された状態
で、絶縁板８６の貫通穴９４と連続して開口する連通穴１２０と、絶縁板８６の先端側の
表面側円筒部９８が挿入される円形穴１２２と、基端側の表面側円筒部９８が挿入される
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長穴１２４とが形成されている。これにより、表面側円筒部９８が円形穴１２２及び長穴
１２４に挿入された状態で押え板９０を位置決めできるように構成されている。
【００３９】
（締結構造）
　また、図８に示すように、押え部９０Ａの連通穴１２０に挿入したねじ９２を、絶縁板
８６の貫通穴９４を通して支持板７４に設けられたねじ穴７４Ｄに締め込むことで、押え
板９０を絶縁板８６と共に支持板７４に共締めできるように構成されている。
【００４０】
　この際に用いるねじ９２として、図７（Ｂ）に示すように、絶縁体であるプラスチック
で形成された絶縁ねじ９２Ａを用いることができる。
【００４１】
　一方、押え部９０Ａを絶縁板８６と共に支持板７４に共締めするねじ９２として、図７
（Ｃ）に示すように、導電性を有した金属製の金属ねじ９２Ｂを用いる場合には、絶縁体
で構成されたブッシュ１２６がねじ部９２Ｆに装着されたものを使用する。
【００４２】
　このブッシュ１２６は、ねじ頭部９２Ｇより大径の円板部１２６Ａと、押え板９０の連
通穴１２０の挿入される円筒状の内嵌部１２６Ｂとを一体的に備えている。円板部１２６
Ａは、ねじ頭部９２Ｇと押え板９０との接触を阻止し、内嵌部１２６Ｂは、ねじ部９２Ｆ
と連通穴１２０の内周面との接触を阻止する。これにより、ねじ９２と押え板９０とを絶
縁する絶縁体がブッシュ１２６で構成される。
【００４３】
（作用の説明）
　以上の構成に係る本実施形態の作用を説明する。放電ユニット７２の支持板７４に電気
部品である抵抗器８８を固定する際には、図６に示すように、抵抗器８８の第２端子を構
成するリード線８８Ｃを、絶縁板８６の格納部１０４に設けられた開口部１０６に挿入す
る。そして、このリード線８８Ｃを、図４（Ｂ）及び図５（Ｂ）に示したように、絶縁板
８６の裏面８６Ｌに設けられた第２挟部１１６で位置決めする。
【００４４】
　また、抵抗器８８の第１端子の一例であるリード線８８Ｂを、図６に示したように、格
納部１０４に設けられた延出部１０４Ｄ間から挿入するとともに、第１挟部１０８上を通
過させ、絶縁板８６の表面側円筒部９８に沿って配置する。そして、抵抗器本体８８Ａを
側方段差部１０４Ｂ上に載せ（図５参照）、抵抗器８８を格納部１０４に格納する。
【００４５】
　この状態において、絶縁板８６を、図７（Ａ）に示したように、支持板７４の端部に配
置して位置決めする。具体的に説明すると、絶縁板８６の基端側に設けられた係止部１１
４を支持板７４の係止穴１１５に挿入し、爪部１１２を支持板７４の裏面に配置する。こ
れにより、絶縁板８６の基端部を支持板７４に引っ掛けた状態で位置決めする。
【００４６】
　また、図４（Ｂ）に示したように、絶縁板８６の裏面８６Ｌに設けられた裏面側円筒部
１１８を支持板７４の円形穴に挿入して（図示省略）、絶縁板８６の長さ方向中央部及び
先端部を支持板７４に位置決めする。これにより、絶縁板８６の貫通穴９４は、支持板７
４に設けられたねじ穴と合致する位置に位置決めされる。
【００４７】
　次に、絶縁板８６の押え板取付部１０２に、図７（Ａ）に示したように、押え板９０の
押え部９０Ａを収容する。このとき、押え部９０Ａは、絶縁板８６の表面側円筒部９８が
円形穴１２２及び長穴１２４に挿入された状態で位置決めされ、押え板９０の連通穴１２
０と絶縁板８６の貫通穴９４とが連続して開口した状態が形成される。
【００４８】
　そして、ねじ９２のねじ部９２Ｆを押え板９０の連通穴１２０に挿入するとともに、絶
縁板８６の貫通穴９４を通して支持板７４に設けられたねじ穴に締め込む。これにより、
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押え板９０は、絶縁板８６と共に支持板７４に共締めされ固定される。
【００４９】
　この固定状態において、図８に示したように、ねじ頭部９２Ｇで押えられた押え板９０
の自由端部側と絶縁板８６の第１挟部１０８との間には、抵抗器８８のリード線８８Ｂが
挟まれており、押え板９０は、自由端部が反ることで反力が生ずる。この反力によって、
押え板９０には、リード線８８Ｂを絶縁板８６との間で挟み込む挟み力が生ずる。これに
より、抵抗器８８のリード線８８Ｂを金属製の押え板９０に電気的に接続した状態で固定
することができる。
【００５０】
　また、ねじ頭部９２Ｇで押えられた絶縁板８６の自由端部側に設けられた第２挟部１１
６と支持板７４との間には、抵抗器８８のリード線８８Ｃが挟まれており、絶縁板８６は
、自由端部が反ることで反力が生ずる。この反力によって、絶縁板８６には、リード線８
８Ｃを支持板７４との間で挟み込む挟み力が生ずる。これにより、抵抗器８８のリード線
８８Ｃを金属製の支持板７４に電気的に接続した状態で固定することができる。
【００５１】
　このため、抵抗器８８の各リード線８８Ｂ、８８Ｃを予めＵ字状に曲げ加工することな
く、固定することができる。これにより、前述した加工費を伴う場合と比して、低コスト
化を図ることができる。
【００５２】
　また、押え部９０Ａを絶縁板８６と共に支持板７４に共締めできるので、一本のねじ９
２で抵抗器８８の各リード線８８Ｂ、８８Ｃを固定することができる。このため、抵抗器
８８の各リード線８８Ｂ、８８Ｃを別個のねじで固定していた従来と比較して、部材コス
トを削減でき、低コスト化を図ることができる。
【００５３】
　このとき、抵抗器８８のリード線８８Ｂが接続された押え板９０は、放電板７６に電気
的に接続されており、リード線８８Ｂが接続された支持板７４は、定着装置４０を介して
、画像形成装置１０の筐体１０Ａに電気的に接続されている。このため、この定着装置４
０では、定着部７０を通過した媒体Ｐに帯電した電荷を放電ユニット７２の放電板７６を
経由して筐体１０Ａに逃がすことができる。
【００５４】
　また、定着装置４０は、前述したように、抵抗器８８を低コストで固定できるので、当
該定着装置４０のコストを抑えることができ、この定着装置４０を備えた画像形成装置１
０を安価に提供できる。
【００５５】
　ここで、本実施形態では、図７（Ｂ）に示したように、プラスチック製の絶縁ねじ９２
Ａを用いて押え板９０を支持板７４に固定した。このため、押え板９０と支持板７４との
電気的な短絡を防止することができる。
【００５６】
　また、図７（Ｃ）に示したように、金属ねじ９２Ｂを用いる場合には、ブッシュ１２６
が装着された金属ねじ９２Ｂを用いる。この場合、ねじ頭部９２Ｇと押え板９０との接触
を、ブッシュ１２６の円板部１２６Ａで阻止することができる。また、ねじ部９２Ｆと押
え板９０の連通穴１２０の内周面との間には、ブッシュ１２６の内嵌部１２６Ｂが介在す
るので、ねじ部９２Ｆと連通穴１２０の内周面との接触を防止することができる。これに
より、導電性を有した金属ねじ９２による押え板９０と支持板７４との電気的な短絡を防
止することができる。
【００５７】
　なお、本実施形態では、定着部７０から送出される媒体Ｐに帯電した電荷を放電する放
電部を例に挙げて説明したが、これに限定されるものではない。例えば紙などの媒体Ｐを
搬送する搬送装置の放電部としても良く。これにより、搬送装置から送出された媒体Ｐの
電荷を放電することができる。
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【００５８】
　また、本実施形態では、電気部品として抵抗器８８を固定する固定構造を例に挙げて説
明したが、これに限定されるものではなく、例えば、バリスタやコンデンサやダイオード
等の他の電気部品の固定にも応用できる。
【符号の説明】
【００５９】
１０   画像形成装置
１０Ａ 筐体
２０　トナー像形成部（形成部の一例）
４０   定着装置
７０   定着部
７２   放電ユニット
７４   支持板（第２導電板の一例）
７６   放電板
８６   絶縁板
８６Ａ 表面
８６Ｌ 裏面
８８   抵抗器（電気部品の一例）
８８Ｂ リード線（第１端子の一例）
８８Ｃ リード線（第２端子の一例）
９０　　押え板（第１導電板の一例）
９２   ねじ
９４   貫通穴
１０４ 格納部
１２０ 連通穴
１２６ ブッシュ
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